
水道料金・下水道等使用料及び
受益者負担金について
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〇 水道料金の資産維持費について
〇 第３次実施計画、財政計画について

資料２



上下水道事業の料金等について

令和元年度審議会では、水道料金と併せて審議するために、令和２年度の下水道使
用料を１年間据置きとし、令和２年度審議会では、コロナ禍の影響等の理由からさら
に１年間、水道料金・下水道等使用料を据置いた。
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※下水道事業は、農業集落排水事業を含む
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備考 上下水道
統合

料金等算定期間（３年）

料金等算定期間（４年）

料金等算定期間（4年間）

１年
据置

上下水道ビジョン(R2～R11)

１年
据置

今年度、料金・使用料
の算定をそれぞれ行う



水道料金の資産維持費について
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４

給水収益

その他営業費用

薬品費、動力費
修繕費、受水費

減価償却費

人件費

資産減耗費

(イ) 営業費用

その他の営業収益
他会計負担金

資産維持費

支払利息

(ロ) 資本費用

＝ ＋ －

(ハ) 控除額

給水収益

その他の営業収益
他会計負担金

＝
その他営業費用

薬品費、動力費
修繕費、受水費

減価償却費

人件費

資産減耗費

資産維持費

支払利息

(イ) 営業費用

(ロ) 資本費用(ハ) 控除額

給水収益の算定

利益＝ 総括原価



その他 収益

その他の営業収益
他会計負担金

給水収益

収入 支出

Ｒ２水道事業決算（見込み） 利益の積立と積立金の取崩しのイメージ
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その他営業費用

修繕費 等

支払利息

減価償却費

人件費

委託費

収益的収支(税抜)
(3条)

企業債
出資金

工事負担金

建設改良費

借入金返済

支出収入

資本的収支(税込)
(4条)

不足金12.6億円

補填財源

積立金

その他 費用

当期純利益
１８．０億円

18.0億円

12.6億円

４年間の平均繰越額10.2億円
3.2億円増

次年度繰越
13.4億円

次年度繰越額

当期純利益・・・資産維持費、
水道加入金、長期前受金戻入等

不足金は12.6億円、繰越工事は４年
間の繰越額平均値より3.2億円多い。
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資産維持費の算定

資産維持費 (イ)対象資産 (ロ)資産維持率＝ ×

償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残高とし、遊休資産を除くなど、

将来的にも維持すべきと判断される償却資産とする。

今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給水サービスの提供を確保できる

水準として３％を標準とし、各水道事業者の創設時期や施設の更新状況を勘案して

決定するものとする。

ただし、標準的な資産維持率により難いときは、各水道事業者における長期的な

施設整備・更新計画及び財政計画等を踏まえて計画的な自己資本の充実を図るため、

料金算定期間の期末における中間的な自己資本構成比率の目標を達成するための所

要額を資産維持費として計上できるものとする。

(イ)対象資産

(ロ)資産維持率
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資産維持率の算定方法

自己資本構成比率

８４．７０％ ×
政府債利率

（直近５年間平均）

０．２３６％
＝

資産維持率

０．２０％

R3.4.1の数値を用いて算出した場合

前回(H28)料金算定の際の資産維持率

自己資本構成比率

７８．８８％ ×
政府債利率

（直近５年間平均）

０．７７６％
＝

資産維持率

０．６１％

水道料金算定要領は平成２０年３月に「資産維持率を標準３％とする」と改訂されたが、本
市では、改訂前に示されていた資産維持率の算定式(自己資本構成比率×政府債利率)において
算出した数値を採用している。
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水道事業 資産維持率の推移

平成29年度 水道料金改定
資産維持費：３．５億円/年

資産維持費：１．２億円/年



８

水道事業 資産維持費について

資産維持率を0.2%として試算すると年間約１億２千万円。

現状の資産維持費

資産を維持するには資金不足となる可能性がある。
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水道事業 ４年間の当期純利益及び不足金の実績

当期純利益・・・資産維持費、水道加入金、長期前受金戻入等
不足金・・・・・４条収支の不足分(損益勘定留保資金等は除く)

【億円】



１１

水道事業 積立金(年度末)の推移
【億円】

今後かかる費用
〇水道施設の更新費
用や耐震化費用等

資産維持費の検討には、
水道施設の更新にかかる
費用の予測や積立金推移
の予測が必要
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将来的な積立金の推移予測

資産維持費の検討

【収益的収支（３条予算）】
〇収益及び当期純利益の予測
【資本的収支（４条予算）】
〇水道施設の更新費用等の予測
〇資本的収支の不足金の予測

第三次実施計画・財政計画

第三次実施計画・財政計画によって作成された積立金の
推移予測を参考に、資産維持費について検討する。

第10回審議会
において説明
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第三次実施計画・財政計画作成（８月下旬頃）

〇 第三次実施計画・財政計画
〇 料金算定に係る４年間（Ｒ４～Ｒ７）の収支予測
〇 施設更新等を勘案した将来的な積立金の推移予測

答申（案）の作成

料金審議に係る今後の予定

第１０回審議会

第１１回審議会

料金等審議を行う



14

第三次実施計画・財政計画
の作成について
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第三次実施計画・財政計画の作成について

（令和２年度）
第二次実施計画・財政計画 各課

事業の検討

（令和３年度）
第三次実施計画・財政計画

第１０回審議会において
令和４年度～令和７年度（４年間）の収入と支出を算定

料金審議を行う

継続事業
(事業の精査) 新規事業
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第三次実施計画・財政計画 主な新規事業

〇【新規】下水道施設耐水化事業
〇【新規】排水樋門遠隔監視操作化事業

下水道事業



下水道施設耐水化計画策定

＜R2.5.21付け国土交通省通知＞
近年、水害が頻発しており下水道施設が浸水し市民生活に多大な影響を与えた事案があることから、被災時のリスクが高い

下水道施設については、対策浸水深や対策箇所の優先順位等を示す耐水化計画を令和３年度までに策定し、順次耐水化を進めること。

＜令和３年度＞
下水道施設耐水化計画策定

対象外力

阿武隈川及び逢瀬川の浸水想定区域図（計画規模L1）
による想定浸水深

対象施設（N=６カ所＋マンホールポンプ場）
下水道管理センター
雨水ポンプ場 N=４カ所（水門町、古川、古坦、横塚）
汚水中継ポンプ場 N=１カ所（行合橋）

業務内容
① 基礎調査（資料収集・施設の状況把握）
② 被害の想定（浸水範囲、浸入経路、停止機能等）の確認
③ 浸水被害対策の検討（ハード対策、ソフト対策、優先順位）
④ 耐水化計画書（案）の作成

下水道管理
センター

古坦Ｐ
（雨水）

古川Ｐ
（雨水）

横塚Ｐ
（雨水）

行合橋
中継Ｐ
（汚水）

水門町Ｐ
（雨水）

下水道施設位置

※ 梅田Ｐは浸水想定区域外であるため対象外（但し、梅田Ｐは令和元年東日本台風
による災害復旧で止水壁設置済み）
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位置図（令和元年東日本台風による浸水区域図に追記）

年度 作業項目・要望額 内容

令和３年度 基本調査設計
（Ｎ＝１３箇所）

・既設ゲートの操作形態、稼働状況の整理
・操作盤、ゲート本体の改築の可否の検討
・ゲート重量変更に伴う概略設計計算
・図面作成

令和４年度 実施設計

令和5年度
以降

工事

排水樋門の遠隔監視操作化

＜現状＞
排水樋門の操作は、職員が現地で行っている。

＜課題＞
洪水時等、避難指示が発令された場合や樋門周辺が
浸水し職員が現地へ行けない場合は操作不可となる。

＜対策＞
排水樋門の遠隔操作化を進める。

（例）逢瀬川第３号樋管

設置年度：昭和６０年代

●：対象樋門（Ｎ＝１３箇所）
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【参考】下水道法の改正（Ｒ3.7.15施行）

全国各地で水災害が激甚化・頻発化

〇ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直し 〇上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰
〇あらゆる関係者の協働による「流域治水」の実効性を高める法的枠組みの整備

今後、気候変動により降雨量が1.1倍、洪水発生頻度が2倍になる試算

流域治水関連法（全９法）が改正 （令和３年５月１０日公布）

①特定都市河川浸水被害対策法 ②水防法 ③下水道法 ④建築基準法 ⑤河川法
⑥都市計画法 ⑦都市緑地法 ⑧防災集団移転特別措置法 ⑨土砂災害防止法

Ｒ3.7.15に下水道法の一部改正が施行

【下水道法第７条の２】
河川等から下水道への逆流を防止するために設けられる樋門等の開閉に係る
操作ルールの策定を義務付け
・河川等からの逆流を防止するために設けられたものが対象。



ｍｅｍｏ
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